
令和元年11月市議会建設水道委員会資料

第 193 号議案 公の施設の指定管理者の指定について

(長崎市桜町駐車場)
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1 施設の概要

1)位置図
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② 平面図
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称:長崎市桜町駐車場名

所在地:長崎市桜町10番16号先

構 造.鉄骨・鉄筋コンクリート路上高架2層式(自走式)

設置年月日:平成8年4月1日(改修前:昭和46年7月7日)

設置目的:観光都市としての道路交通の円滑化及ぴ安全で快適な都市環境の形

成を図るうぇで、これらを阻害する要因である路上駐車車両を収容

する。

延べ面積:約 3,689m2

駐車台数.自動車170台(普通車142台、軽自動車28台)、二輪車44台

入出庫時問(承認の基準)

午前7時~午後10時を基本として 15時間以上

利用料金(基準)⑪

普通車等

区分

最初の30分まで

その後30分ごと

2時間30分超

二輪車

宿泊及ぴ夜間料金

最初の30分まで

定期駐車

その後30分ごと

1時間30分超

※ 7:00~22:00 (ただし、 2時間30分以下は時間料金)

全日

昼間(8:00~19:00)

夜間(18:00~8:00)

料金

※土・日・祝日 1 回 730円/日

140円

130円

船0円/(22:00~翌 8:0の

60円

60円

200円/日

19,420円/月

14,020円/月

③
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨
⑩



⑫利用者数等の推移

ア駐車台数

^i画^'

車種

障害者

二輪

定期

平成仰年度

合計

173,476

イ指定管理委託料※1

平成28年度

4,フ70

6,408

15,664

166,936

金

200,318

※修繕に係る委託料を除く

平成29年度

5,188

ウ駐車料金収入

額

フ,060

平成27年度

18,769

159,717

普通車

197,953

車種

(単位;台)

平成30年度

5,139

障害者

14,654

フ,646

二輪

平成28年度

19,115

146,465

平成27年度

定期駐車券

191,劇7

回数駐車券

4,455

14,654

f;,言十※

フ,8飴

51,459

※千円単位のため各車種端数調整後の合計と異なる場合あり

平成29年度

19,8卵

平成28年度

178,656

846

1,045

14,価4

11,971

(単位:千円)

51,078

平成30年度

2,629

平成29年度

67,951

935

1,107

14,654

13,786

51,146

(単位':千円)

2,901

平成30年度

1,010

69,808

1,251

14,746

47,354

3,,084

71,237

830

1,飾6

15,619

2,991

飴,051

-4-



2 指定管理者候補者の概要

川名 称・株式会社ビバホーム

②所在地長崎市栄町4番17号

③代表者代表取締役柴田龍雄

④設立年月日昭和47年8月12日

⑤主な事業

ア駐車場施設管理

イマンション管理業務

ウ建築物設計業務

工不動産の売買、賃貸、管理、仲介等の取引業務

オ土木建築工事など

3 指定の期間

令和 2年4月1日から令和 7年3月31日まで(5年間)

4 指定管理者候補者の選定経過

川応募団体数 3者

②指定管理者候補者の提案概要

ア主な提案内容

(ア)精算機に交通系 IC力ード1こよるキャッシュレス決済の導入を提案

(イ)休日料金の値下げ提案

最初の 30分を 140円→100円、その後30分までごとを 130円→100円、

2時間30分を超える場合730円→3時間を超える場合600円

(ウ)「介護保険被保険者証を所持する者が乗車する自動車」を減免車両に追加提案

(エ)自主事業の提案

・車載用携帯充電器の販売

・雨天時の雨傘、晴天時の日傘販売

・近隣施設(歴史文化博物館や勤労福祉会館等)との提携

ノ
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管理運営体制

統括責任者1名、副責任者1名、監視員3名の総員5名を配置し、 2~3名日の口

テーション勤務を行う

マンション管理

代表取締役

建築・工務

取締役会

ウ

祝崎別荘管理

(単位固定納付金の提案金額

令和2年度令和3年度令和4年度令和5年度令和6年度

43,000 43,000 21,000 3,000 3,000

200 30036,700 36,800 20,900

●■巨■■●■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

提案額

下限額

市営駐車場指定管理者

'■■皿■亜皿
.

副主任

監視員C監視員A 監視員B

、.巨■■■■■■■層■■■■■■■■■■■■■■■冒■●■■■■■鼻■,

工目標料金収入

車種令和2年度

48,000普通車

障害者 950

二輪 1,280

15,876定期駐車券

回数駐車券 3,000

合計 69,106

組織図

統括任者

1,280

15,595

-6-

266

令和3年度

48,000

600

1,280

15,595

31,181

※参考(1)「事業計画書概要」参照

600

令和4年度

24,960

千円)

合計

113,000

94,900

950

1,280

15,876

3,000

69,106 31,181

令和5年度

13,440

444

1,280

15,5鮖

1,400

43.679

(単位:干円)

令和6年度

13,440

266



③指定管理者候補者選定審査会による審査

ア審査会の人数及ぴ構成 5人

長源城かほり長崎大学大学院工学研究科准教授
^
^

(一社)長崎県中小企業診断士協会専務理事委員小林紀

委員平野牧男 長崎県社会保険労務士会

委員峯比呂志(一社)長崎県バス協会専務理事

委員村木昭一郎 (一社)長崎国際観光コンベンション協会会長

イ審査経過

回数

第 1回

開催日

令和元年7月25日

第2回

会長及び職務代理者の選出

指定管理者制度及ぴ指定管理者候補者選定審査

会の概要説明、長崎市営駐車場の施設概要説明、

募集要項についての協議

指定管理者選定に係る評価項目及び配点の協議

令和元年10月10日

第3回

第4回

令和元年10月23日

第5回

内容

現地説明会の参加実績の報告、

選定審査方法、面接の方法、評価の方法、選定審

査日程の協議

令和元年10月24日

ウ審査報告書の概要

第」順位、第二順位となった両団体とも長崎市桜町駐車場の現状、基本的考え方、

対応等はよく理解されていたが、第」順位となった株式会社ビバホームは特に事業計

画及び管理運営体制において優れた提案がなされており、総合的に見て最も高い評価

を受けた。

※参考(2)「指定管理者候補者選定審査会審査報告書(写)」参照

令和元年10月28日

審査方法等確認、面接審査(桜町駐車場、市民会

館地下駐車場、松が枝町駐車場及び松が枝町第2

駐車場)

面接審査(平和公園駐車場、松山町駐車場)

審査結果決定、審査報告書作成

ー.フー
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参考(1)事業計画書概要

1 基本事項
m 基本方針

主な項目

①当駐車場が、道路交通の円滑化を図り、市民の利

便に資するものであるとう理念に基づき管理運

営を行う。

②利用者の安全確保に留意するとともに、施設の

環境保全、保安警備に努め、良好な施設の維持管

理を行うことを基本とする。

③創意工夫に基づいた管理運営により、質の高い

サーピスを利用者に提供することを目指す。

第一順位(繍ビバホーム)

②平等利用の

確保

・施設の保守点検等の各業務を年問計画により実

施する。

^

・高齢者、障害者、観光客、外国人等、様々な方々

が利用される駐車場においては、どのようなお

客様においても同等のサービスを享受できるよ

う、ユニバーサルデザインの概念に基づき、接客

サービスを行う。

・平等・公共性を保ちつつ長崎市、利用者、地域住

民、近隣の民間駐車場運営業者、地域団体等との

連携・交流も含めて公正性の視点に立った管理

運営を心がける。

③個人情報の

保護

①常に管理運営業務が、指定管理者制度の導入目

的に照合していることの原点を見つめること。

②桜町駐車場が、道路交通の円滑化を図り、市民
の利便に資するものであるとう設置理念に基づ

き管理運営を行うこと。

③施設内での事故、防犯を未然に防止し、施設運

営の中断を回避することが経費の増加を防ぎ、

また市民に対し、安全・安心のサービスを提供

する。

第二順位(総ふよう長崎)

・定期券利用者、障害者等の個人情報を取り扱う

機械が多く、情報の適正な管理が必要。

・個人情報保護規定、プライバシーボリシーの策

定や社員研修、年2回の社内監査の実施、管理部

門責任者を情報管理責任者と位置付け、個人情

報保護のための各種取組を実施。

2 事業計画
Π)施設の運営

言十画

・道路交通の円滑化、観光都市長崎市の中心市街

地において市民及ぴ観光客に対する駐車場の利

便性を確保するこ・と及ぴパーク&ライドによる

交通渋滞緩和とを調和させ、他の市営駐車場と

連携を緊密にして安全・安心で快適な調和のと

れた駐車場として利用者に公平な駐車場管理を

するため、各種施策を具現徹底し、公平性を確保

する。

.年問事業計画を定め、必要に応じ長崎市と協議
を行いながら適正な管理運営業務を遂行する。

①地元企業として「街づくり入の参画」「地域社会

への貢献」を企業理念とし、皆様方に信頼を受け

愛される企業として真撃に取り組んでいく。

・公正・公平な利用の確保

・利便性の向上

・安全・安心な駐車場

・法令遵守の徹底

・経費の削減

・環境美化への取組み

・社内で個人情報保護方針を定めており、これに

基づき弊社独自の個人情報保護マネジメントシ

ステムを構築し、これを,遵守することで個人情

報を正確・安全に取扱い、業務上知リ得た情報を

適切に管理する。

.録画したカメラの画像は「長崎県防犯カメラ

の設置及び運用に関するガイドライン」に基づ

き厳重に取り扱うとともに、適切な管理と情報

漏えいを防止するために、管理責任者と操作取

扱者を配置する。

失格(長崎総合ビルサービス鵬)

・個人情報の取扱い規程、情報の公開に関する規

程を作成して実施していく。

・個人情報の取扱いに関わる契約害等の締結によ

り取引先、従業員の入社・退職時の周知徹底に努

める。

・個人情報保護法の狙いと背景、個人情報取扱心

得10、則などを利用した社員教育の継続。

・平等・公平の実現には、ユニバーサルデザインと

バリアフリーが不可欠であり。これらを取り入

れたハード面の整備とソフト面の充実が求めら

れる。

・利用者に対し、 T寧かつ平等で公正な対応に努

めるため、「利用者への公平公正な対応」、「利用

者の人権に対する姿勢」、「情報に関する平等性

の確保」、「高齢者や障害をお持ちの方への配慮」

の対応方針を定め実行する。

・入出庫時を含む利用者の安全確保及びトラブル

防止のため、日常の監視及び点検を実施しつつ

設置目的を達成させるため、年問事業計画に基



参考(1)事業計画書概要

主な項目

ア年間運営計画

イ営業の制限等

における長崎市

との連携

ウ周辺環境への

配慮

・市庁舎移転に伴い本駐車場を公用車駐車場とし

て利用することとなっているため、その期問は

定期利用枠を減枠し、時間駐車枠を増やすこと

により増収を図りたい。

第一順位(鵬ビバホーム)

・地域の構成員として、日々の活動と社会活動を

通じて、地域連携・地域貢献に積極的に取り組

み、安全安心な街づくりに寄与したい。

・近隣イベント時や繁忙期、駐車場の混雑や周辺

の渋滞が予想される場合は、イベントスケジュ

ールや過去の利用実績を参考に、観光協会や商

工会議所等との情報を密にし、適宜人員増強を

図る。

工備品以外の附

属物の調達計画

及び運用

・「とむ~で.com」のりアルタイム更新1こ努め、QR

コードを活用した運用を行う。

・A印の調達は、警備会社を通じてりース契約によ

り導入し、消耗品やバッテリーなど交換を定期

的に行うことで、いつでも安心して利用できる

体制を確立する。

づき実施する。

オ駐車機器の調

達計画及び運用

・令和4年8月(予定)から令和 7年3月末まで

の69台分の目的外使用の駐車場エリアの設定に

係ること、定期枠の設定数に係ること等。

第二順位(制ふよう長崎)

②提供するサービ

ス

ア営業時間・算定

外時間の設定

・バス協会、近隣自治会、地域交通機関等との協議

調整。

・環境負荷の低減に配慮した物品の購入。

・公共交通の全国的な交通系IC力ードへの移行を

見据えて、交通系 IC力ードに対応した駐車機器

の導入を提案する。

・現行と同一の設定を維持する。

・「とむ~で.com」を引き続き取り入れ、駐車場の

位置や営業時間と現在の満空情報を配信する。

・長崎市設置のA印は令和5年12月までで契約が

終了するため、それ以降の設置は指定管理者に

より対応する。

・当社ホームページで駐車場の情報発信を行う。

失格(長崎総合ビルサービス槻)

・おくんちの開催などや自治会、近隣商店街、NPO、

その他団体等と連携した利用の際にも、これら

の団体と協議・調整を十分に行い、通常営業時間

の枠外利用も十分に対応したい。

・混雑繁忙時の対応として、①臨時の誘導係員に

よる渋滞緩和を講じる、②周辺の駐車場などの

紹介、案内等と合わせて、近隣住民様へのご理解

ご協力をお願いする。

・騒音、防火対策としてアイドリング防止の徹底、

放置可燃物の排除回収を入出庫口周辺について

も適宜実施し、近隣住民の皆様方と共有意識を

醸成する。

・市内在住者の人材を優先して登用する。

・駐車機器は標準的仕様。

・令和2年4月30日までに設置を完了する。

・令和7年4月以降5年間についても次期指定管

理者に契約更新を予定する。

・現行と同一の設定を維持する。

・「とむ~で.com」の積極的な活用推進を図るこ

とによって>駐車場の満空情報、施設情報、・共通

駐車券等の情報発信手段となる。

・A印のサブ的対応として、安静状態での急患者へ

の保護マットの常備を提案。

・2階市役所側出入口の事前精算機にユニバーサ

ルデザインの事前精算機を導入。

・出口精算機への寄りつきを改善するため、出口

精算機の位置変更を提案する。

・入出庫時間を現行:午前7時~午後10時(15時

間)から午前0時~午後 12時(24時間)へ変更

することを提案。

・夜間は無人となるため、トラブル発生時はコー

ルセンターにて対応。

1
 
一
0
1



参考(1)事業計画書概要

主な項目

イ時間料金の設

定

・平日については現行と同一の設定を維持する。

・休日の料金設定について、最初の30分を140円

-100円、その後 30分までごとを 130円→100

円、 2時間 30分を超える場合 730円→3時間を

超える場合 600円として減額することを提案す

る。

ウ定期券の設定

第一順位(繍ビバホーム)

工回数券等の設

定

現行と同一の設定を維持する。.

現行と.同一の設定を維持する。.

オ減免の設定

力自主事業

・現行の減免対象車両に加え、r介護保険被保険者

証を所持する者が乗車する自動車」を 5 割減免

する独自の減免制度を提案する。

・現行と同一の設定を維持する。

.自主事業の利益の50%は利用者還元に充てる。

・近隣施設との提携による施設利用者の増加を目

指ず。

・企業広告の募集。

・携帯電話やスマートフォンのコイン急速充電器

の設置や車載用携帯充電器の販売、雨天時の雨

傘、晴天時の日傘の販売を行う。

第二順位(鵬ふよう長崎)

'キその他サービ

ス提供

・現行と同一の設定を維持する。

・現行と同一の設定を維持する。

・ご意見箱の設置により利用者の二ーズ、苦情を

収集し、チータベース化することで「苦情・要望

マニュアル」を作成し、サービスの継続的な向上

を図る。

・管理事務室前に耳マークを設置し、気軽に筆談

を申し出ていただける環境とする。

・現行と同一の設定を維持する。

・現行と同一の設定を維持する。

失格(長崎総合ビルサービス総)

・電気自動車充電ステーション、両替機設置。

.カーシェアリングの実施について長崎市と協議

をイテう。

・桜町憩いのブース、花見写真コーナーのイベン

ト実施を検討する。

・現行と同一の設定を維持する。

・割引率は現状を踏襲し、 2,000円の金額で 2,200

円分又は 3,000円の金額で 3,300円分の利用が

出来るプリペイドカードを提案。

・合わせてプリペイドカード販売機についても導

入を提案。

・駐車場勤務スタッフのあいさつ励行、施設環境

整備、観光情報誌等を活用した広報、回数券等の

販売促進、7つの市営駐車場の連携、駐車場内空

き駐車箇所の案内等。

・現行と同一の設定を維持する。

゛

・雷気自動車の急速充電設備を市と協議の上、 設

置。(利益は生じない見込み)

,バイクロック装置を市と協議の上、設置。

・車いす、ベビーカー、杖、傘の無料貸し出しサー

ビスを実施。

.常駐スタッフに加え、コールセンターの連携に

よる 24時間365日対応を提案。
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参考(1)事業計画書概要

3 管理運営体
制

Π}人員配置と職場

環境

ア人員配置の考

え方

主な項目

・総括責任者は駐車場管理全体を指揮するもので

あり、駐車場管理の経験を有し、かつ人財育成の

ノウハウを持つ管理職経験者を配置する。

'総括責任者と同様に管理職経験を有する副責任

者を配置する。

・監視員については、ピルまたはマンションの清

掃作業経験を有するものを禎極的に配置する。

第一順位(鬮ビバホーム)

イ職員配置 ・総括責任者1名、副責任者1名、監視員3名の総

員5名を配置。

ウ現場実施休制

・責任者は駐車場警備・事務経験を重ねた責任感

の強い人物、緊急時に迅速・正確な判断、行動、

報告が行える能力を有する者を配置する。

・経験の少ないスタッフには十分な安全・接客教

育を行うことによりお客様が安心して利用でき

る施設としてのスタッフ構成を計画。

・機械警備、設備管理の専門分野は本社及ぴ集中

防災センターの直接指導体制とする。

工職場環境の整

備

第二順位(制ふよう長崎)

統括責任者

・平日は2交代制3名配置(1~2名常駐)

・休日は2交代制2名配置(1名常駐)

監視員A

副主任

・休憩室の整備、収納スペースの拡充、インターネ

ツト環境の整備、照明の L印化による職場環境

の整備を実施。

オ職員の教育及

び研修計画

監蜆員B

・責任者1名、駐車場スタッフ4名、清掃スタッフ

1名の総員6名を配置。

・計画的な就業前研修と就業開始後研修の実施に

よりスタッフのスキルアップを図る。

監視員0

責任者

・各種資格を持った陣営を排しており、これまで

様々な建物の管理を経験した実績から桜町駐車

場でもこのノウハウを生かした管理に十分対応

できると自負している。

失格(長崎総合ビルサービス柵)

・平日は2交代制5名配置(1~3名常駐)

・休日は2交代制2名配置(1名常駐)

・特別清掃整備を行い、'きれいな環境を確保する。

・事務所掲示物のアップデート、駐車場内表示物

整備、駐車場事務室内外環境整備、修繕事項の具

現推進。

スタツフA

スタッフB

スタッフ0

スタッフD

・施設長は週5日の常勤体制。その他監視員を3

名配置。

清掃スタッフ

・施設の目的と役割を十分把握したうえで、適切

に対応する優れた人材の育成と定着をめざし、

研修計画を立案する。

・施設長は週5日の常勤体制。

・監視員は2交代制2名配置(1名常駐)

臨時職員

監視員

・長時間労働の抑制、休暇が取得しやすい環境を

整えるため、適宜、本社からのスタッフ応援、臨

時職員の適切な配置を行う。

・管理室の温度、湿度、照度が従事する労働者に適

した状態に維持できるよう空調設備や照明設備

を定期的に調査、管理。

清掃員

・年間計画を策定し、各種法令等の研修、マナーや

電話対応、クレーム処理などの研修を実施。

・業務開始後においても、内部・外部研修への参加

はもちろんのこと、多様な研修を繰り返し実施

してスタッフの業務レベル向上に努める。

1
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参考(1)事業計画書概要

主な項目

②経理

・指定管理者以外の業務と分別会計を行い、適正

に処理。

・利用料金、支出項目については年度毎に予算に

計上し、複式簿記、発生主義の原則に基づく会計

処理を行う。

・売上金は本社社員による銀行入金とし、不正及

び盗難防止に努める。

・本社経理部による毎月監査、抜き打ち検査を実

施。

第一順位(妹ビバホーム)

③危機管理

ア警備・保安対策

・場内の事故防止策として、注意文害の掲示や誘

導サインの見直しを実施。

・場内の防犯対策の強化として監視カメ.ラの位置

変更や増設等を検討」長崎市と協議する。

イ緊急時の対応

・報告害、決算書について、当社、監査役、税理士

の検査を受けて、長崎市の会計管理機関の検査を

受ける。

・経理システムにおいて、「桜町駐車場」を新たに

データ作成として設定し、予算、決算書の作成を

・緊急時には社内で制定している「緊急時行動マ

ニュアル」を活用し、対応を行う。

.A印を利用者の方が一目でわかるように事務所

内に設置し、全ての職員が使用できるよう心肺

蘇生法・A印講習会を受講し、使用司畔東を実施す

る。

第二順位(総ふよう長崎)

・硬貨選別機等の料金計算機器の保守管理を厳正

にするなどして、定期、回数券の発行、利用金の

集計と合わせ、誤りのない処理業務を行う。

ウ利用者とのト

ラブルの未然防

止と対処方法

・監視カメラによるモニターの死角を無くし、 警

戒を厳にする。

・災害時等に必要な防犯・防災資機材は、在庫確認

や消費期限の確認、電池交換等を定期的に行い、

災害等発生時に活用できるよう準備する。

.ロールプレイング形式の接遇研修やアンサーラ

イブラリーに蓄積した過去の苦情・要望と対応

方法を活用するなど、利用者とのトラブル回避

に努める。

.経理事務は本社経理担当が行い、管理スタッフ立

会いのもとイ集金を行うこととする。

・管理室には急な出費に対応すべく小口の金銭を

準備する。

.利用料金の収納では、間違いの無いよう料金精算

装置の利用記録と現金を本社社員と運営スタッ

フ双方で確認し、専用の口座へ入金する。

失格(長崎総合ビルサービス鵬)

. 「安全マニュアル」、「災害対応マニュアル」に基

づいて日常的な安全管理と事故発生時の緊急対

応を行う。

r危機管理マニュアル」に基づき、迅速かつ的確

に発生時の情報収集や、それを基に判断と指揮

を実行できる危機管理体制及び連絡体制を確立
する。

.

・施設内の定時巡回(4 回/印を行い、施設利用

における不法行為、迷惑行為等の点検、不審者・

不審物の点検と対応や施設に異常・異変がない

かチエックし、施設の・安全性を確保する。

・コールセンターとの契約警備会社への委託を行

うことで、施設の二重チェック体制が確立され

る。

・予想されるトラブルとその回避について、あら

かじめ対処を行い、また生起したトラブルと対

応は記録し、・事後の対処及び教育指導に役立て

る。

.緊急時には24時問/3価日体制で対応し、設備

等に異常が発生した場合は、日常の保守点検を

行う技術専門スタッフが出勤し、原因調査及び

応急処置、被害拡大の防止といった一次的な対

応を行う。

.「災害対応マニュアル」を作成し、長崎市との連

携体制や緊急時連絡網の構築、緊急時即応体制

について検討を進める。

・大規模な災害発生を想定した業務継続計画(BCP

計画)を作成する。

・監視員に加え、コールセンターと遠幅操作によ

る管理を委託契約ずるため、利用者の第ートラ

ブルはコールセンターの対応でほぼ解決するも

のと推測。
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参考,(1)事業計画書概要

4 事業評価
m 評価と改善

ア管理運営にお

ける指標及ぴ目

標値

主な項目

・目標台数(台)

第一順位(鵬ビバホーム)

イ評価方法と改

善の取り組み

苦通車

障害者

R2

二輪車

150,000

定期(全日)

5.000

R3

定期恨鬪

150.000

・本社と駐車場担当者が毎月、施設内の日報、報告

書、アンケート等の書類確認、業務実施状況を確

認し、施設長、副施設長との会議で対応策を検討

し、全スタッフへ共有する。

・本社、統括部により3ケ月に1回、現地を視察

し一駐車場の運営に関すること、利用・サーピス

に関すること、施設管理に関すること、管理運営

経費に関すること、事業に関することなどの評

価を行い、評価内容について全スタッフで改善

策について協議し、すぐに対応できる事項につ

いては即対応し、協議を要する事項については

本社、長崎市に報告する。

8.000

5,000

R4

240

78,000

J

B,000

800

2,340

R5

240

42,000

8,000

800

1.400

R6

240

42,000

固定納付金
提案額

8,000

800

1,400

462,000

240

・目標台数(台)

8,000

780

15,140

第二順位(総ふよう長崎)

240

40,000

780

1,200

台数

3,960

R2

提案額(5年間総額):113,000千円

(下限額叫,900 千円の 119.1%)

189,700

R3

・目標値への到達度について、月間、4半期の収支

を設定し評価を行う。

・利用者からの要望や苦情は、可能な限り実現に

向けて取り組み、利用者の声は実現の可否に関

わらず施設運営者として回答する。

・市、本社及び現場の三者で業務向上を目的とし

た事業改善連絡会議(仮称)を催し、利用者から

の要望等に対し、向上方策の捻出と実現に向け

た協議を実施。

財

138,400

R5

112.600

R6 計

743.000

・目標台数(台)

失格(長崎総合ビルサービス鵬)

普通車

障害者

濯

二輪車

146,400

定期往ヨ)

提案額(5年問総額):95,500 千円

(下限額 94,900 千円の 100.6%)

4,500

胎

定期侵剛

、

146,400

・・施設利用者からのアンケート調査の結果によ

り、次のような取り組みを実施。

・PDCA サイクルの改善実施により、・業務を継続的

に改善していく。

・必要な人材を確保し、適.切な対応が取れるよう、

職員を対象とした接遇・マナー研修・人権研修な

どの基礎的研修、コンプライアンス研修などの

研修のほか。入居者講習を継続的に実施。

・自社モニタリングの実施

フ,舶0

4,500

R4

106,卵0

252

フ,860

804

2,300

R5

252

69.456

フ,860

804

1,200

R6

252

69,456

2 400

フフフ

1,200

計

5訟.392

120

2,400

4帥

13,了00

120

28 380

480

996

3,345

提案額(5年間総額):118,900 千円

(下限額94,900 千円の 125.3%)

計
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長崎市土木部指定管理者候補者選定審査会

審査報告書

(長崎市桜町駐車場)

参考(2)

i

令和元年10月
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長崎市長.田上富久様

長崎市土木部指定管理者候補者選定審査会に粘ける審査結果にっいて住R告)

長崎市桜町駐車場の指定管理者の指定に係る申請内容の審査を行いましたので、審査結果

について炊のとおり報告します。

1・審査結果

(1)第一順位株式会社ビバホーム

②第二順位株式会社ふよう長崎

(3)失格長崎総合ビルサービス株式会社

2 選定審査会の構成

長崎大学大学院工学研究科准教授長源城かほり.,、
コニヰ

(一社)長崎県中小企業診断士協会専務理事委員小林紀

長崎県社会保険労務土会委員平野牧男

(一社)長崎県バス協会専務理事委員峯比呂志

(」社)長崎国際観光コンベンシヨン協会会長委員.村木昭一郎

3,審査の方法

応募者から提出された申請書類に不備がないか、募集要項に記載された応募資格等の要

件を満たしているかを確認し、事業計画書等の内容や面接に基づき評価を行いました。

評価の結果、合計点数が最も高い提案を第一1偵位として選定し、以下、指定管理者とし

て適当と思われる団体までの順位付けを行いま.した。

な船、審査にあた0ては公平性及び公正性を確保するため、全・ての審査において団体名

を伏せて実施しました。(現場説明会は、応募予定者同士が顔を合わせないように個別で実

施しました。)

長崎市土木部指定管理者候補者選定審査会

令和元年10月那口

長源城かほり'、

-16-
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4 審査の経緯

回数

第1回
、

開催日

令和元年7月器日

第2回 令和元年10月10日

第3回

会長及ぴ職務代理者の選出

指定管理者制度及び指定管理者イ侯補者選定審査会の

概要説明、'長崎市営駐車場の施設概要説明、

募集要項についての協議

指定管理者選定に係る評価項目及び配点の協議

第4回

令和元年.10凋 23日

第5回

令和元年10月24日

5 申請団体(届出順)

株式会社ふょう長崎

株式会社ビバホーム

長崎総合ビルサービス株式会社

6 審査結果(採点結果は別紙のとおりです。)

Q).第一順位株式会社ビバホーム

休日の昼間駐車料金の設定や減免対象自動車の激口をはじめとして、利用者の増加や利

便性を高めるための実現可能な具体策が検討されているほか、き.め細かい事業管理、推進

体制が提案されている。

また、配置職員に関して1,人が複数の資格を持つことを推奨するホ且織体制や、すべての

'職員がAEDを使用できるように心肺蘇生法・ AED講習会を受講させ、使用訓練を実施

する力針等、特に危機管理体制がよく提案されている。

②第二順位ふよう長崎

他の施設の指定管理者としての実績を活かし、広く事業の目的に対応する取組が示され

ており、サービス向上のためのさまざまな提案が見られる一方で、施設の運営計画や人員

配置、環境整備に粘ける創意工夫が第一順位に及ぱなかった。

(3)失格長崎総合ビルサービス株式会社

失格基準である「技術点の区分の合計点が配点の60%未満となるとき」に該当するとと

から失格となった。

現地説明会の参加実蹟の報告、

選定審査方法、面接の方法、評価の方法、.選定審査日

程の協議

内谷

令和元年W月那日

審査方法等確認、面接審査(桜町駐車場、市民会館地

下駐車揚、松が枝町駐車揚及び松が枝町第2駐車場)

面接審査(平和公園駐車場、松山町駐車場)

審査結果決定、審査報告書作成

ー'17 ー



7 審査会総評

①審査に関する総括的な講評

第一順位、第二順位となった両団体とも長崎市桜町駐車場の現状、・基本的考え方、対応等

ばよく瑠早されてぃたが、第一順位となった団体は特に事業計画及び管理運営体制におい

て優れた提案がなされており、総合的に見て最も高い評価を受けた。

②選定審査会からの要望

職場環境の整備にうぃて、提案にあるように「.决適な職場環境づくりのための措置」や「職

員研修計画」を実施.し、是非良好な職場環境を実現・してもらいたい。

i
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長崎市桜町駐車場指定管理者募集要項

参考( 3・)

長崎市土木部土木企画課

令和元年度
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指定管理者の

長崎市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び長崎市駐車場

条例(昭和46年長崎市条例第2号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定により、

長崎市桜町駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関する業務を行う指定管理者の募

集を行います。

長崎市桜町駐車場指定管理者募集要項

【根拠法令】

地方自治法第244条の2第3項

普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると

認めるときは、条例の定めると二ろにより、法人その他の団体であって当該普通地

方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせるこ.とができる。

【根拠条例】

長崎市駐車場条例第3条第2項

市長は、前項の指定にあたっては、公募の方法により、これを行うものとする。

(第1項市長は、駐車場の管理を地方自治法(昭和22年法律第釘号)第244条

の 2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)

に行わせ.る。)

2 施、の

n)設置目的

今回指定管理者を募集しようとする駐車場は、市街地の交通渋滞を緩和し、市民の安全

で円滑な交通の確保及び観光都市としての道路交通の円滑化を図るために設置Lた市営の

都市計画駐車場です。

②施設の概要

的及ぴ

施設の名称

施設の所在地

施設の概要

長崎市桜町駐車場

長崎市桜町10番16号先

(構

(施設

-1-
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造)鉄骨・鉄筋コンクリート、路上高架2層式(自走式)

設備の内容)

①自動料金精算システム征見見

・入場発券機 1基

・料金精算機 1基

・事前精算機 4基

・入場ゲート機 1基

・精算ゲート機 1基

・料金計算機 1基



・チェッカー

・券発行機

②在庫(満空)

・黄色回転灯

・満空表示灯

③その他

一式・消防設備

ITV装置一式

・エレベーター 1基

・階段 3力所

2力所・トイレ

・市役所本館との連絡通路及ぴ桜町歩道橋との連絡通路

(収容台数)普通車142台、軽自動車28台、二輪自動車44台

(延床面積) 3,688.83 Wt

エ)平成8年3月(竣

(供用開始日)平成8年4月1日(昭和46年7月7日)

(条例施行規則において基準とする入出庫時間数)

15時間以上(基本:午前7時から午後10時まで)

(施設平面図)別紙のとおり

1基

1基

管制システム住見兄)

1基

3基

その他

■利用台数実績

長崎市桜町駐車場の概要については、下記ホームページ「市営駐車場

のご案内」を参照してください。

http://W脚. oity. na部Sak i.1g. JP/suma i/640000/643000/PO054釘. html

H27

H28

H29

H30

■料金収入

(現金)

普通車

173,476

166,936

定期

159,717

H27

146,465

15,664

H28

18,769

H29

二輪

19,115

H30

19,868

6,408

普通車

フ,060

51,459,290

障害者

フ,646

51,0刀,フ70

4,刀0

フ,8朋

51,146,船0

5,188

47,354,440

二輪

ノ{ス

1,044,900

5,139

単位

1,107,200

4,455

マイクロ

1,251,020

障害者

1,255,560

845,660

-2-
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935,380

1,009,970

ノ丈ス

830,410

単位:円

マイクロ

台



(定期券・回数券)

H27

H28

H29

H30

3

※H31.3時点定期発行枠訟枠分(昼間 791 台/年、全日 248台/年)

定期券

11,971,470

川指定管理業務

指定管理者は、次の事業及ぴ業務を行うこととします。

なお、詳細は仕様書に従い実施することとします。

ア駐車場の供用に関する業務

イ'駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務

ウ前2号に掲げるもののほか、駐車場の運営に関して市長が必要と認める業務

②自主事業

指定管理者は、施設利用者の利便性や施設の魅力向上に資する自主的な事業を自ら

の費用により行うことができます。

提案内容が、施設の設置目的に沿う場合は、長崎市の承認を得て自主事業として実

施していただきます。施設の設置目的に沿わない場合については、施設の設置目的や

用途を妨げない限りにおいて、別途許可等を受け必要な施設使用料等の納付をしてい

ただいたうぇで実施することとなります。

また、利便性や魅力の向上に資さないと判断される場合、実施は認められません。

なお、自主事業として認められた場合は、使用料の定めのあるスペースを使用する

場合を除き、許可や施設使用料等の納付は不要となります。

日

13,785,840

単位:円

理が

14,746,390

回数券

15,618,950

2,629,400

^^

2,901,400

3,0船,800

の範囲

2,991,400

丑_」貫^

令和2年4月1日から令和 7年3月31日まで(5年間)

5

川供用時問

午前0時から午後12時まで(24時間)

②入出庫取扱時間

長崎市駐車場条例施行規則(前記施設概要参照)を基準として、指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て決定することになります。

ただし、必要と認められる場合は、承認した入出庫時間を変更することがあります。

理にする基本的

-3-
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③駐車の拒否又は取消し

長崎市駐車場条例第M条各号のいずれかに該当する場合には、長崎市の判断におい

て駐車の拒否又は取消しができます。

④主たる業務の一括委託の禁止

指定管理者は、本業務の主要な部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせるこ

とはできません。ただし、指定管理業務の一部の業務を委託する場合で、あらかじめ長

崎市の承認を得たときはこの限りではありません。この場合、長崎市内に本社を有する

長崎市建殷工事等競争入札参加者の資格審査及ぴ選定要項(昭和55年8月1日施行)

第11条に規定する有資格者名簿又は長崎市物品等競争入札参加者の資格審査及び選定

要項(昭和63年12月1日施行)第11条に規定する有資格者名簿に登録されている者

(以下、「有資格者」という。)を優先してください。

⑤備品等の取扱い

指定管理者は、別途協定書等に定める施設運営に必要な備品を管理します。

施設の備品は長崎市が購入しますが、指定管理者自らの判断により施設の運営のため

の備品を購入することも可能です。この場合、維持管理も含めた費用は指定管理者の負

担となり、備品は指定管理者の帰属となります。

⑥関係法令等の遵守

指定管理者は、条例、規則、地方自治法、個人情報保護法に関する法律、消防法、労働

基準法、労働安全衛生法、最低賃金法その他の労務関係法令及び仕様害に記載している

その他の関係法令等を遵守し、業務を履行しなけれぱなりません。

⑦個人情報の取扱い

指定管理者は、長崎市個人情報保護条例第37条の規定により、個人情報の保護に留

意するとともに、業務の実施に関して知りぇた個人情報について漏えい、滅失、改ざん

及び段損の防止、並びに盗用の禁止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置

を講じなけれぱなりません。違反した場合には、長崎市は、損害賠償の請求をすること

ができます。

また、.個人情報の漏えい等の防止並びに本人からの開示の申し出及び苦情への適切か

つ迅速な対応その他個人情報の適正な管理を図るために、指定管理者は個人情報の取り

扱い規定等を作成するものとします。

⑧情報の公開

指定管理者は、長崎市情報公開条例第25条の規定により、情報の公開に関する規定等

を作成するなど、施設の管理に関する業務に係る情報公開に関し必要な措置を講ずるよ

う努めるものとします。

⑨秘密保持義務

指定管理者は、施設の管理を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らした

り、自己の利益又は他の目的に使用することはできません。指定管理期間が終了し、又

は指定を取り消された後においても同様とします。

-4-

-30'丁'



⑩文書の管理及ぴ保存

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたり作成し、'又は受領した文書等は、適正に

管理・保存することとします。文書等の管理及ぴ保存の期問については、本業務の終了

後5年問とします。ただし、長崎市が必要と認める文書等については、指定期間終了時

に、長崎市が指示を行い、引き渡しを受けることとします。

⑪環境への配慮

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたっては、次のような環境への配慮に努める

こととします。

ア省エネルギーの徹底及び温室効果ガスの排出抑制

イ廃棄物の発生を抑制しりサイクルの推進及ぴ廃棄物の適正処理

ウ環境負荷の低減に配慮した物品の購入(グリーン購入の推進)

6

指定管理者は、利用者が支払う利用料金収入により管理運営を行うこととなります。

なお、本募集要項における経費に関する金額はすべて.税込み(消費税 10%)とします。

m 利用料金収入

当該施設は、利用料金制を適用します。したがって、利用者が支払う利用料金は指定

管理者の収入となります。利用料金の額は、長崎市が条例で定める額(下表)を基準(上

限)として指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めることとなります。

にする

ア駐車料金の基準額

種別

車種

最初の

30分

まで

平日

普通自動車

小型自動車

軽自動車

昼間駐車料金

その後

30分

までご

と

2時間30分

以内の場合

イニ輪料金の基準額

休日

最初の

30分

まで

140円

その後

30分

までごと

130円

夜間

駐車

料金2時間

30分

を超え

る場合

単位

入出庫1回につき

140円

全日

定期駐車料金

130円

昼間(午前8時から

午後7時まで)又は

夜間(午後6時から

翌日の午前8時ま

で)

730円

白初の1時間30分まで

830円

30分につき

19,420円

駐車料金

60円

14,020円

1時問30分を超える場合

-31
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ウ回数駐車券の基準

※ほか、現在同様の割引率にて二輪車用の回数券発行あり

②利用料金の減免

下表の車両は減免対象とし、減免割合は基準(下限)をもとに指定管理者があらか

じめ市長の承認を得て定めることとなります。また、下表の対象車両以外について減

免することも可能ですが、これについてもあらかじめ市長の承認を得て定める必要が

あります。

气 種

1 30円券(22枚つづり)

1 40円券(22枚つづり)

類

・道路交通法(昭和35年法律第 105号)第39条第 1項

に規定する緊急、自動車

・当該駐車場の付近において国又は地方公共団体の職

員が防疫活動その他の緊急を要する公務を行うため

に使用する自動車

・駐車場の調査又は検査のために駐車する自動車

・駐車場の運営又は施設及び設備の維持管理のために

駐車する自動車

'駐車場から排出する一般廃棄物を収集するために駐

車する自動車・本市又は本市の機関の職員が公務を行

うために使用する自動車

・本市又は本市の機関が主催し、又は経費の一部を負担

する行事の開催及ぴ運営にあたり必要と認められる

自動車

金

対象車両

額

2,600

2,800

円

減免割合(基準)

身体障害者福祉法(昭和24年法律第2船号)第15条

に定める身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に

定める精神障害者保健福祉手帳又は厚生労働大臣が

定めると二ろによる療育手帳を所持する者が乗車す
ノ

る自動車

4,4弱

ノ

・その他市長が特に必要と認める自動車

■減免の実績

利用料金の10割

10割減免

5割減免

H27

127

4,刀0

利用料金の5割

H28

142

5,188

-6-
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③利用料金の取扱い

利用料金は、利用日の属する年度の収入とします。令和2年4月1日から令和7年

3月31日利用分までの利用料金(駐車回数券及ぴ定期駐車料金含む)が、本公募によ

り選定する指定管理者の収入となります。なお、令和7年4月以降の定期駐車料金に

係る利用者の権利については次期指定管理者に引き継ぐものとします。

④営業の制限に関する事項

ア目的外使用について

令和4年8月(予定)から令和7年3月末まで、市庁舎移転に伴い本駐車場の駐
/

車桝 69 台分を用いて公用車 80 台を暫定駐車するため、当該部分は一般利用でき

ず、残りの 101台分の駐車桝で営業することとなります。なお、本件における公用

車は利用料金徴収対象外となるため、固定納付額の下限設定における積算で減収を

見込んでおります。

イ定期枠について

上記アの期間における定期券発行枠数は舗枠を上限とします。

⑤駐車機器の取扱い

本駐車場の駐車機器(発券機、ゲート、事前精算機、精算機、監視盤、表示灯など)

は、現在設置している機器は使用しません。指定管理者において賃貸借や再委託等によ

り独自に持ち込み、設置してください。また、当該駐車機器に係る契約(支払)期間は

5年で設定していただきますが、令和7年4月以降の5年間についても、次期指定管理

者に契約を更新してもらい、設置した機器を継続使用してもらうことを想定しているた

め、このことを契約条件としてください。

なお、持ち込み機器の設置は原則として令和2年4月30日までに完了させてくださ

い。

⑥備品以外の附属物に係る経費

本駐車場は、駐車場の位置や営業時間と現在の満空情報を、一般社団法人長崎サービ

スアンドディベロップメンツが運営・管理を行っているウェブサイト「とむ~で.oom」

で配信しているほか、駐車場案内表示版を近隣路上に設置しており、これらに係る費用

については指定管理者の運営経費より負担していただきまず。

また、現在長崎市によりAEDを設置しておりますが、令和5年12月までで賃貸借

契約が終Tするため、それ以降の設置は指定管理者により対応していただきます。

⑦施設における自主事業の経費

自主事業の実施に係る経費についてはすべて指定管理者の負担とし、自主事業により

得た収入については指定管理者の収入となりますが、損失が発生した場合は、全て指定

管理者の負担となります。

なお、自主事業により利益が生じた場合、公.の施設を使用しての利益であることから、

利用者への還元など利益の取扱いについても併せて提案をしてください。詳細について

は、協定書において定めることとします。

ーフー
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⑧ 駐車場施設の修繕
ーー

ア長崎市が行う修繕

計画修繕及ぴイで定める指定管理者が行う修繕以外の修繕は、長崎市が行います。

イ・指定管理者が行う修繕

年間上限額 1,200千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)として、付属設

備や備品の故障、雨漏りなど駐車場運営において緊急を要する修繕を指定管理者に

おいて対応するものとします。なお、指定管理者が行う修繕は利用料金収入より支

出していただきます。

長崎市への納付金

ア固定納付金

各年度の収入状況にかかわらず、指定管理者が長崎市へ納めていただく納付金で

年4回に分割して納付していただきます。納付金額は下表の金額を下限として提案

してください。

なお、令和2年度以前に発行済みの回數駐車券の使用があった場合や、令和2年3

月創日までに本市が収納した令和3年度の定期駐車料金は、その金額を差し引いて

納付していただくとともに、回収した使用済み回数駐車券は提出していただきます。

⑨
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イ変動納付金

指定管理者は、一会計年度において指定管理業務により得た収入が、指定管理業

務経費の提案額と固定納付額の提案額の合計を上回った場合は、上回った部分の

50%に相当する額(10 万円未満の端数は切り捨て)を納付していただきます。

なお、当該算定からは利用料金収入の提案額を超える部分に起因する経費を控除

することとします。

⑩長崎市への納付金額の変更

長崎市への納付金額は、社会情勢の急激な変化に伴う大幅な経費の変動が生じた場合

等、特別な事情がある場合を除き、変更は行いませんが、以下の状況となった場合は協議

を行うこととします。

ア指定管理業務を追加及ぴ廃止した場合

イフの責任の分担に基づく協議が必要となった場合

⑪修繕費の精算

指定管理者は,、修繕費に係る支出の内訳を明らかにした精算書を作成し、市が指定す

年度

令和2年度

令和3年度

令和4年度

令和5年度

令和6年度

固定納付金(年間)

36,700 千円

、

36,800 千円

20,900 干円

200 千円

300 千円



る日までに市に提出するものとします。また、修繕費は実績により精算を行うものとし、

修繕費の年間上限額から実績額を差し引いた額を、毎会計年度終了後、市が指定する日

までに市に納付金,として納付していただきます。

なお、精算については消費税及び地方消費税相当額を含んだ額で計算します。

⑫その他

指定管理業務開始前の引き継ぎ準備に係る経費は、指定管理者に指定された団体の負

担となります。

フ_責任^担

指定管理者と長崎市の責任分担については、次のとおり.です。なお、詳細については、関

係法令等に基づいて、協定書に規定することとします。

制度・法令変更

1貢

施設管理,運営に影響を及ぽす法令

等の変更

税制度の変更

指定管理者自身に影響を及ぼす法

令等の変更

物価変動

目

施設管理・運営に影響を及ぼす税制

変更

運営費の膨張

一般的な税制変更

物価変動に伴う経費の増

人件費等の運営費の膨張

利用者の変動

長崎市

0

長崎市の事情による利用者の減

利用料金の未収

指定管理者

自主事業りスク

当初の事業計画の利用者見込みと

の相違

0

施設設備等の

損傷

利用料金の未収による収入減

0

自主事業の実施に伴い発生するり

スク

0

(短期間の目的

外使用による利

用者減は対象と

しない)

損害賠償

管理上の暇癌による施設・設備・備

品の損傷

0

経年劣化等管理上の暇痴によらな

い施設・設備・備品の損傷

※0

※0

管理上の職症による施設・設備・備

0

"ノ
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協議事項

0
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品の不備による事故や火災等に伴

う利用者への損害

管理上の毅症によらない施設・設

備・備品の不備による事故や火災等

に伴う利用者への損害

運営りスク

管理上の環癌(指定管理者の責)に

よる施設・設備・備品の不備による

事故や火災等に伴う臨時休場等の

運営りスク
、

管理上の最症によらない(長崎市の

責による)施設・設備・備品の不備

による事故や火災等に伴う臨時休

場等の運営りスク

不可抗力

指定期問開始前の準備及び業務引継ぎにかかる費用

負担

自然災害等による施設・設備・備品

の損傷、利用者への損害、臨時休場

等に伴う運営りスク

運営管理(企画調整、利用指導、案内、警備、苦情対

応)

協議事項

維持管理 C青掃、施設保守点検、設備等法定点検、修

繕、安全衛生管理)

0

(責任の範囲に

ついては協議す

る)

管理事務所、倉庫等の物品管理

0

利用料金の設定

入出庫取扱時問の設定

協議事項

減免の設定

利用料金の収受、減免受付・承認

施設の目的外使用許可及び目的外使用料の徴収

施設の法的管理(占用許可等)

0

0

(修繕について

は、 1件当りの金

額が 130・万円未満

のもの)

0

、

0

市長の承認が必要

0

0

市長の承認が必要
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施設の整備、改修

災害時対応(待機連絡体制確保、'被害調査・報告、応

急措置)における指示等

災害時対応(待機連絡体制確保、被害調査・報告、応

急措置)

災害復旧(本格復旧)

火災保険(火災及ぴ災害)

施設賠償責任保険

※指定管理者の継続に重大な影響を及ぼすものについては、その都度協議することとし

ます。

<本責任の分担のほか疑義があるものについては、その都度協議することとします。>

、

0

旦_保険

①損害賠償

指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損傷じ、又は滅失し

たときはそれによって生じた損害を長崎市に賠償しなけれぱなりません。指定管理期間

の終7後、又は指定の取消し後も同様とします。

②第三者への賠償

施設の利用者等第三者に損害を与え、賠償を行う必要が発生した場合、その賠償にっ

いては、国家賠償法第1条(公務員の不法行為による損害賠償)、同法第2条(公の営造

物の最庇による賠償)に基づき長崎市が行います。ただし、長崎市が指定管理者の責め

に帰すべき事由により発生した損害について、'第三者に賠償したときは、長崎市は指定

管理者に対して長崎市が賠償した金額及ぴその他賠償に伴い発生した費用を請求するこ

とができます。

③保険の付保

指定管理者は自らのりスクに対応して、自らの負担において必要に応じて保険に加入

してください。なお、長崎市は「全国市長会市民総合賠償補償保険」に加入しています。

同保険の賠償責任保険の内容は次のとおりです。

0

0

0

0

0

0

市が加入する保険

と重複しない範囲

で必要な保険に加

入する

施設賠償實任保険契約類型

てん補

限度額

身体賠償

財物賠償 2千万円

1名につき

1事故につき

1事故につき

-11-
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9 公 1こ

m 指定管理者の公募及ぴスケジュール

実施スケジュー.ルは次のとおりです。

る内六

ア募集要項・資料の配布

イ 質問害の受付

ウ現地説明会の開催

工

オ面接審査の実施

申請の受付

力選定結果の通知

令和元年9月12日(木)~10月15日(火)

キ指定管理者の指定の手続き

令和元年9月12日

①1回目締め切り

②2回目締め切り

ク指定管理者との協定締結

ケ指定管理者による管理の開始

※オの日程、場所等詳細については、後日応募団体に連絡します。

②指定管理者の公募手続き

ア募集要項等の配布

募集要項、仕様書及び申請書等の資料は、長崎市指定管理者ホームページからダウ

ンロードできます。また、土木企画課の窓口でも配布します。け二だし、午前8時45

分から午後5時30分までの間とし、土曜・日曜・祝祭日は除きます。)

長崎市指定管理者ホームページURL

http ://ⅧW. o ity. nagasak i.1Ξ. JP/syoka i/760000/764000/index. htm l

イ質問書の受付

募集要項に関する質問を次のとおり受け付けます。1回目の質問への回答は、上記

ウの現地説明会及び長崎市指定管理者ホームページ上にて行います。また、2回目の

回答は、説明会参加団体及び質問団体にFAX又は電子メールにて回答し、併せてホー

ムページにも掲載します。

令和元年9月24日(火)~

申込締め切り 9月19日

(木)~10月2日(フk)

9月19日(木)午後 5時30分

10月2日(フK)午後 5時30分

令和元年10月7日絹)~10月15日(火)正午

令和元年10月下旬

令和元年10月下旬

令和元年12月

令和2年3月(予定)

9月27日(金)

(木)午後5時30分

令和 2年4月1日(水)

-12-
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受付期間:1回目令和元年9月12日(木)~9月19日(木)午後5時30分まで

2回目令和元年9月24日(火)~10月2日(水)午後5時30分まで

受付方法.募集要項に関する質問書(様式1)に記入のうぇ、郵送、FAX又は電子メー

ルにて送付してください。電話(口ゑ動での質問は受け付けません。

※FAX及ぴ電子メールでの送付については、必ず通信の確認をお願いします。

提出先:長崎市土木部土木企画課(長崎市役所本館5階)

担当玉村、玉川(企画係)

住所〒舗0-86舗長崎市桜町2-22

電話 095-829-1415 (直通)

FAX 095-829-1229

E メール doboku_k ikaku@oity. na部Saki.1g. jp

ウ現地説明会の開催

募集要項の内容、提出書類、業務の内容及び施設の概要.等について、次のとおり説

明会を開催します。応募を予定している団体は、必ず出席してください。

駐車場名

長崎市桜町駐車場

参加人数

申込方法

各団体2名まで

現地説明会参加申込害(様式2)に記入のうぇ、郵送、FAX又は電子メールに

て 9月19日(木)午後5時30分までに送付してください。申込後、日程調

整の上、開催期間中の日時に個別で現地説明会を行います。

※ FAX 及ぴ電子メールでの送付については、必ず通信の確認をお願いしま

す。

上記イ質問書の提出先に同じ

令和元年9月24日(火)~

9月27日(金)

開催期間

申込先

工 申請の受付

申請書類を次のとおり受け付けます。

受付期間:令和元年10月7日明)~10月巧日(火)

午前8時45分から午後5時30分まで(最終日は正午まで)

10月15日(金)午後5時30分まで(必着)

〒850-8685 長崎市桜町2-22 (長崎市役所本館5 階)

長崎市土木部土木企画課

※申請害等の提出は持参又は郵送とします。

提出期限

受付及び

提出場所

開催場所

長崎市桜町駐車場

-13-
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10

a)応募資格

法人その他の団体であり、次の事項をすべて満たすものであること。

ア長崎市の有資格業者であること。

イ長崎市内に本社を有する者であること。

応にする項

※複数の団体がグループを組み応募すること(以下・「グループ応募」という。)もできる

こととします。ただし、この場合にあっては、グループを構成する団体すべてにおい'

て、個別に応募資格を満たしている必要があります。また、応募に伴い代表構成員を定

め、責任体制を明確化することとし、協定締結においては、すべての構成員を協定の当

事者とします。

.

-14-
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【有資格者名癖の登録について】

本施設の指定管理者に応募するためには、長崎市の有資格者名簿に登録されている

ことを条件とします。名簿登録がない団体は、長崎市の

・物品製造等

・建設工事

・建設コンサル

のいずれかの名簿への登録手続きを行ってください。

(手続先)

〒850一部舗長崎市桜町2番22号(長崎市役所本館4階)

長崎市理財部契約検査課総務係電話095-829-1160

(手続内容)

次の書類を持参又は郵送により提出してください。

※手士にする日については上記手先へお占い合せください

名簿の種類

物品製造等

建設工事

建設コンサル

なお、必要な書類等については、契約検査課窓口、又は、次のURLで取得できます。

競争入札参加資格審査申請書(物品製造等)

物品製造等 h恍

一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書

~建殷工事~

建設工事

建設コンサル htt

一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請害

~建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務等~

ウ 3年以上の実績を有する(過去3箇年分の財務諸表を提出できる)団体であること。

ただし、法人以外の団体においては、この限りではありません。

htt :/洲W. oit . m asak i.1

提出書類

W棚. o it . na asak i.1

^.olt asak i. 1na

0 320000 321000 02朋39. html

0 320000/321000 026798. html

0 320000 321000 026834. html



工長崎市税、法人事業税(長崎県分に限る)、消費税及ぴ地方消費税を滞納していない

こと。

②応募団体の制限

応募しようとする団体(グループ応募の場合は、すべての構成団体)が次に掲げる項

目に該当しないこと。

ア長崎市契約規則第2条の規定により長崎市における一般競争入札等の参加を制限さ

れている場合。

イ会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の

開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破

産手続き開始の申立てがあった場合。

ウ会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立

て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始

の申立てがあった場合。(更生計画の認可が決定され、又は再生計画の認可の決定が

確定された場合(建設工事に係る有資格者にあっては、更生手続開始又は再生手続開

始の決定日以降を審査基準日とする経営事項審査を受け、長崎市の入札参加資格審査

申請書を再度提出し、その審査を経て有資格者として認定された者に限る。)を除く。)

工指定管理者の指定取消しを受けたこと又は業務の全部若しくは一部の停止を命じ

・られたことがある場合。

オ長崎市指定管理者暴力団対策要綱第3条の規定により、代表者等が暴力団関係者、

暴力団関係者を使用、暴力団関係者に対して金銭、物品その他の財産上の利益を供与、

暴力団関係者と密接な交際等を有している団体に該当する場合。

力長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領又は長崎市各種契約等における暴力

団等の排除措置に関する要綱の規定による指名停止措置の期間中である場合。

③必要な資格等

次の資格を有する技術者を雇用していること。(取得又は雇用見込みの場合を含む。)

・甲種防火対象物の防火管理者の資格(再委託不可)

1_!_申請^

申請時には、以下の書類を提出してください。(原本1部、写し6部)

n)指定管理者指定申請書(様式3)

②グループ応募構成害兼委任状(様式4)(グループ応募の場合のみ)

は)団体の概要書(様式5)

④事業計画書(様式6)

⑤当該施設の管理に関する業務の収支予算書(5箇年分)(様式刀

⑥定款、寄附行為、規約その他これらに類する害類

⑦申請害を提出する日の属する事業年度の申請団体の収支予算書及ぴ事業計画書並

びに前3事業年度の収支計算書、事業報告害、財産目録、貸借対照表、損益計算書(明

-15-
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細書付)、法人税申告書別表1、・4、5の写し(税務署の受付が確認できるもの.(電子申

告については、受信通知の写しを添付すること)X その他団体の事業及び経営の状況

を明らかにする書類(法人以外の団体を除く。)

⑧法人の登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、③で確認)及ぴ役員名簿(様式

8)

⑨印鑑証明書(発行から3箇月以内のもの)

⑩納税に関する証明害(発行から3箇月以内のもの)

・長崎市税においては完納証明書

・法人事業税(長崎県分)の納税証明書(直近の事業年度分)

・消費税及び地方消費税の納税証明書(直近の事業年度分)

*納税義務がある場合のみ。ない場合は、その旨の申立書(様式9)を提出すること1

⑪申立害(10②に該当しない旨の申立書)(様式 10)

b主意事項】

注1 提出書類は、官公署が発行する証明書等やむを得ない場合を除き日本工業規格

のA版とします。

注2 写し(6部)は、審査の公平性を確保するため、団体が特定できないよう団体

の名称、住所、電話番号等をすべて伏せて提出してください。

12

①接触の禁止

本件提案に関して、長崎市土木部指定管理者の候補者の選定審査会(以下「審査

会」という。)委員、長崎市職員、その他本件関係者に応募者が接触することを禁止

します。応募者が特定のものを有利にし、又は不利にするような働きかけを行ったと

きは失格とする場合があります。

なお、審査会委員は次のとおりです。

源城かほり(長崎大学大学院工学研究科)

((一社)長崎県中小企業診断士協会)小林紀

村木昭一郎((一社)長崎国際観光コンベンション協会)

峯比呂志((一社)長崎県バス協会)

平野牧男(長崎県社会保険労務士会)

②応募の制限等

ア市営駐車場の指定管理者への応募は、1団体につき1申請のみとします。

イ複数の駐車場の指定管理者に応募することはできませんが、駐車場以外の他の

施設への応募に制限はありません。

に しての意
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③申請内容変更の禁止

提出された書類の内容については、提出後において変更することはできません。ただ

し、提出期間後その内容に明らかな錯誤があると認められる場合は、審査会での協議に

より訂正することができます。

④虚偽の記載をした場合の無効

提出された書類に虚偽の記載があった場合は失格とします。

⑤申請書類の完備

11に掲げるすべての申請書類が揃っていない場合は、申請を受け付けません。

⑥応募害類の取扱い

提出害類は返却しません。なお、申請団体が提出した害類の著作権は、申請団体に帰

属します。ただし、長崎市は指定管理者候補者の選定を行う際や長崎市議会の審議等必

要な場合は、提出書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。

また、書類は長崎市情報公開条例に基づき公開することがあります。

⑦応募の辞退

申請後、辞退する場合には辞退届(任意様式)を提出していただきます。

⑧費用負担

応募に際して発生する費用は、選定の有無にかかわらず応募者の負担となります。

13

m 審査方法

指定管理者の選定にあたっては、外部委員による審査会において、技術点及ぴ価格点

の合計で評価を行う総合評価方式により審査し、審査会での審査の結果を踏まえ長崎市

において指定管理者候補者を選定後、議会の議決を経た上で指定管理者を指定します。

②審査の内容

ア資格審査

提出された書類により、必要資格等の審査を長崎市において行います。

イ害類・面接審査

応募内容や事業計画の取組み内容などについて、審査会が、書類及び面接にて審査

を行います。

査及び の基準

-17ー
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③選定基準

ア安定した経営能力については、提出された書類により評価を行います。

イ上記以外において、審査における評価項目及ぴ配点は次のとおりです。

区分、
大項目

基本事項

基本方針

中項目

技術点

平等利用の確保

評価項目

事業計画

個人情報の保護

当該施設の管理運営にあたり、施設の設置目的等

に合致した経営理念・方針を持っているか

施設の運営計画

施設の利用に関し、公平性を確保する考え方と方

策が適切であるか

提供するサービス

管理運営

体制

施設の利用者の個人情報の保護に関する措置は

適切か

人員配置と職場環境

詳細

経理

事業内容に合った計画であるか

事業評価

施設の利用者の増加や利便性を高めるための提

案があるか

価格点

危機管理

職員配置や労働環境の設定は、当該施設の業務を

行うのに適切か

評価と改善

納付金

④

配点

経理、駐車料金徴収事務等は適切であるか

失格基準

ア施設を管理運営する安定した経営能力がないと明らかなとき

イ 6 (1ののアで定める固定納付額(5年総額)を下回る提案がなされたとき

ウ技術点の大項目のすべてにおいて、配点の50%未満となるとき

工技術点の区分の合計点が配点の60%未満となるとき

危機管理体制は適切か(緊急時連絡体制、防犯、

防災、利用者トラブル防止等)

固定納付金

10

設定した事業指標や目標値に対する評価方法や

改善の取組み方針は適切であるか

5 20

固定納付金の提案額は適正か

※固定紬付金の下限額か・ら一定の基準額までの
提案については経費削減や収入増加の努力を評
価しますが、その基準額を上回る場合はサービス
水準の低下等が懸念されることから、評価が下が
ります。

⑤選定結果

選定結果については、採択、不採択に関わらず、申請団体に通知するとともに、長

崎市指定管理者ホームページ等において、、申請者名、順位、点数等を公表します。

指定管理者候補者に決定した団体については、指定管理者選定結果通知害により通

10

巧
25

15

30

10

10 10

巧 巧
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知することとします。

また、指定管理者候補団体に決定した団体が、管理の開始までにtl0 応募に関

する事項」に規定する要件を満たさなくなったときは、すみやかに長崎市に届け出て

ください。

14 旨定管理の

指定管理者は、地方自治法の規定により長崎市議会の議決を経たうぇで指定されま

す。指定議案は令和元年11月長崎市議会定例会に提案することを予定しており、議決

後、指定団体に通知します。

15

日 の手き

指定管理者の指定後に、指定管理者と長崎市とにおいて指定管理業務に係る管理業務

上詳細な事項について、協定を締結します。

また、協定害に定めのない事項,が発生した場合には、改めて協議することとします。

a)協定に盛り込む事項

ア総括的事項

,施設の概要(施設の名称、規模など)

・指定期間

イ管理業務の履行に関する事項

・業務の範囲に関する事項

'個人情報保護に関する事項

・情報公開に関する事項

・職員への教育研修

・利用者等からの苦情への対応

ウ施設の利用に関する事項

・利用料金に関する事項

・自主事業に関する事項

工納付金に関する事項

・長崎市への納付金の額

・納付期日

オ事業の実施に関する事項

・実施計画の実施に関する取り決め事項

力責任分担に関する事項

キモニタリングに関する事項

・事業報告書の作成及ぴ業務報告に関する事項

・利用者アンケートに関する事項

・事故報告に関する事項

にする
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ク指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項

ケ業務不履行時等における違約金に関する事項

コ指定期間終了に伴う措置に関する事項

サその他必要な事項

②協定の締結に際し必要な事項

協定の締結に際し必要な事項については、指定管理者と長崎市が協議のうえ定める

こととします。

③協定が締結できない場合の措置等

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取

消すことがあります。

ア正当な理由なくして協定の締結に応じないとき

イ財務状況の悪化等により、指定管理業務の履行が確実でないと認められるとき

ウ著しく社会的信用を損なうなど、指定管理者としてふさわしくないと認められる

とき

16 モニタリング

長崎市は、当該施設の円滑な運営を確保するため、指定管理業務の実施状況を把握

するモニタリングを実施します。

指定管理者は長崎市が行うモニタリングに必要な調査及び報告を行うこととしま

す。

指定管理者が管理の基準や事業計画に示された業務等において、基準を満たしてい

ないと認めるときは、長崎市は改善等必要な指示を行い、これに従わない場合は、業

務の停止や指定の取消しを行うことがあります。

17

(D 指定取消し等の要件

長崎市は、指定管理者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消

し、又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。

なお、指定の取消し等に伴い指定管理者に損害、損失又は増加費用が生じても、長

崎市はその賠償の責めを負いません。

また、指定を取消した場合において、長崎市に損害、損失又は増加費用があるとき

は、指定管理者は長崎市に対し、その損害等を賠償することになります。

ア指定管理者が虚偽又は不正な手段により指定を受けたとき

イ自らの責めに帰すべき事由により、指定を受けた後、業務の辞退や協定書の解除

の申し出により本業務を履行しない又は履行の見込みがないと認められるとき。

ウ協定書又は関係法令等の条項に違反したとき。

工本募集要項「10 応募に関する事項」(1)に定める要件を満たさなくなったと
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き。

オ施設の管理に重大な支障が生じる又は生じる恐れがあるとき。

力著しく社会的信用を失ったとき。

キその他、市長が必要と認めるとき。

②業務不履行時等の違約金

指定の取消し等で業務不履行となった場合は、違約金として、利用料金収入総額の

うち、施設の管理等に支払った総額(長崎市が認める正当な履行部分に相当する額)

を除いた額、及び業務不履行部分の固定納付額(5年間の残りの部分)の 100分の 10

に相当する額を長崎市に納付していただきます。 子

なお、違約金の額は、指定を取り消された前日までの期間が 1年に満たないとき、

又はその期間に 1年未満の端数があるときは、その期間又はその端数は月割円によっ

て計算するものとします。また、この場合において、1月未満の端数があるときは、1

月を30日とした日割計算によるものとします。

18

①指定管理者として議会の議決が得られなかった場合等の措置

次のいずれかに該当した場合は指定管理者に指定しません。

なお、いずれの場合においても、指定管理者候補者が応募に関して負担した費用及ぴ

管理運営の準備のために負担した費用については、すべて指定管理者候補者の負担とし

ます。

ア長崎市議会での議決が得られない場合

イ議決を得るまでの間に、指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる

事項が生じた場合

②業務の継続が困難になった場合の措置

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はその恐れが生じた場合は、速や

かに長崎市に報告するものとし、その場合の措置については、次のとおりとします。

ア指定管理者の責めに帰すべき事由による場合

指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合又はその

恐れが生じた場合には、長崎市は指定管理者に対して改善等の指示を行い、期間を

定めて改善策の提出及び実施を求めることができるものとします。また、指定管理

者がその期間内に改善することができなかった場合には、長崎市は指定管理者の指

定を取消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとしま

す。

なお、指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部が停止され

た場合には、17①、②と同様に扱うこととし、その旨を協定書に規定することと

します。

の の
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イ不可抗力等による場合

不可抗力その他指定管理者又は長崎市の責めに帰することができない事由により

業務の継続が困難となった場合は、指定管理者と長崎市は、業務継続の可否等につ

いて協議を行い、継続が困難と判断した場合は、長崎市は'指定管理者の指定を取

消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとします。

③業務の引継ぎ

指定期問の終了又は指定の取消しにより次の指定管理者に引き継ぐ場合は、円滑か

つ支障なく引き継ぎができるように協力していただくこととなります。

問い合わせ先

住所〒舗0-86部長崎市桜町2-22 (長崎市役所本館5階)

土木部士木企画課

担当玉村、玉川(企画係)

電話 095-829-1415 (直通)

FAX 095-829-1229

E メール doboku_k i胎ku@o ity.舶且asak i.1Ξ. JP

-22-
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長崎市桜町駐車場に係る指定管理者の業務仕様書

長崎献髪町駐車場(以下「桜畴主車場」という。)の指定管理者力ゞ行う業務の内容及びその範囲等は、この

t識書による。

1 趣旨

本f識書は、桜W唯車場の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めることを目的とする。

2 管理に関する基本的な考え方

桜畴主彰易を管理運営するにあたり、次に掲げる項目に沿って行うごと。

(1)桜ヨ瑪主車場が、道路交通の円滑化を図り、市民の利便に資するものであるという設置理念に基づき、

管理運営を行うこと。

(2)利用者の安全確保に留意するとともに、施設の環境イ呆全、保安警備に努め、越子な広設のf倒寺管理を

行うととを基本と司、ること。

(3)利用者の意見を管理運営に反映させること。

(4)個人情報の保護を徹底すること。

(5)効率的運営を行うこと。

(6)管理運営費の削減に努めること。

3 施設の概要

(1)名称長崎市桜畴主彰易

(2)場所長崎市桜町10番16号先

(3)供用開始平成8年4月(昭和46年7月)

(4)施設規模構造鉄骨鉄筋コンクリート、路上高架2層式伯走丸

1正床面積 3,688.8t11

収容台数普通車142台、軽自動車28台、二輪自動車44台

4 供用時間

午前0時から午1妾12時までとする。

5 指定期問等

令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間とする。

6 法令等の遵守

桜啼主彰昜の管理にあたっては、本t識書のほか、次に掲げる法令に基づかなけれぱならない。

(1) 1也方自治法、1也方自治法施行令ほ力哘政関連法規

(2)個人情報保護に関する法律

(3)建築基準法、消防法

(4)労働基準法、労イ動安全衛生法、最低賃金法その他労働関係法令

(5)駐車場法、長崎市駐車場条例、長崎市駐彰昜条例施行娜、1」

(6)長崎市個人僻尉呆護条例

(フ)長崎市屋外広告物条例

(8)その他の闘系法令等
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7 職員の配置等について

(1) 1哉員の配置は、利用者へのサービス及岬1」用者の安全性を低下させないという条件の下、効率的な職

員配置にっいての提案を、事業計画書(様式6)及び管理に関する業務の収支予算書(様式7)に司識

司、ること。

(2)職員の勤務矛づ態は、労働基準法を遵守し、駐車場の運営に支障がないように定めること。

(3) 1哉員は制服を着用するものとし、制服は、あらかじめ長崎市の承認を得ること。

(4) 1競員に対して、施設の運営管理に必要な教育・研彦を実施すること。

指定期間中に前各号に規定する法令に改正があった場合は、改正された内容をt識とする。

8 指定管理者が行う業務の範囲

(1)施設の供用に関する業務

①桜町駐或場の利用に関する業務

ア入出庫取扱時間の設定(市長の承認が必要)

イ駐市券、定期券の発行及び回難主車券の販売

ウ「長崎市中央地区商店街連合会」共通駐車サービス券の回収及び電子駐車券の処哩

工駐車(泊車)車両の把握

オ長期駐車車両の把握及び適切な対処

力徐に掲げる報告書等の長崎市への提出(書式及ひ恬識内容は協定において定めることとtる。)

(ア)利用状況報告書

(イ)営業状況報告書

(ウ)ごみ減量チェックリスト(日常点検用)

(エ)駐車場管理日報集三十表

(オ)減免禾1」用調査

(カ)判テ状況一覧

(キ)人件費内訳

(ク)事務費内訳

(ケ)管理費内訳

(コ)その他内訳

げ)イ1饗善費訓テ坂兄

(シ)光熱水費

(ス)回数券受入及U牛厶出

(セ)清掃イ乍業報告

(ソ)利用者からの苦情とその対応城兄僕務日誌)

(タ)その他老要な書類

キ駐車券、起甥券及ひ回撫主車券のイ俸扱む牲庫管理

クその他必要な業務

②桜鴫主車場の安全確保に関する業務

ア場内巡視叉は管理事務戸折におけるモニター等による桜町駐車場内の監視及び必要に応じての闘系機

関への連絡

イ桜町駐市場内の車両整理及U媚示
ノ

ウ,災害時における利用者の辺談儀導
工長崎市駐彰易条例第14条の規定による駐車の拒否又1ネ取消しに係る長崎市への連絡調整に関する

.
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オ桜町駐彰易の出入口の施錠及び解錠

力その他必要な業務

③桜昨主車場の利用翠詮:の徴収に関する業務

ア指定管理者は、長崎市駐車場条例第11条(禾1朔邪除)、及び第12条鯏朔*斗金の減免)の規定

に定めるところにより、あらかじめ市長の承認を受けて定めた桜町駐彰昜の利用半栓を徴収するも

のとする。

イ釣り銭は必要に応じて準備し、利用者の便宜を図ること。

④利用邪除の減免に関する業務

⑤施設の利用に伴う備品類の貸出しに関する業務

(2)施設及て搬備のま隹持管理に関する業務

①施設及ひ般備の保守点検に関する業務

ア桜町駐彰易の適正な運営のため、別紙業斑羊細に定める保守管理等を行うこと。

②施設の清掃に関する業務

ア車路のゴミ、紙くず等の除去を行うこと。

イ鳩のふん等による車路の汚れは、水洗い等により除去し、特に油汚れは適切な方法により除去する

こと。

ウおE栽の剪定及ひ袴ち葉拾いを定期的に行うなど、敷地内の景観の判ヒに努めること。

工排水溝の泥上げを行うtと。特に、スロープ付近の排水溝については、泥等が堆積しやすいことか

ら、頻繁に,已ヒげを行うこと。

オ管理事御斤及ひネ1朔者の出入口のガラスは、清潔に保つ二と。

③備品類の管理

④その他の維持管理

ア不具合な照明装置はtみやかに交換すること。

イ場内巡視又は管理事務所におけるモニター等により、設備の不具合の劉見を行うこと。

ウ桜岡駐彰昜の利用者及ひ箪両の出入口等(ス目ープを含む)は、安全な通行を確保すること。

⑤そaX也必要な業務

(3)その侮包設の管理上市長が必要であると認める業務

①業務計画書及び収支予算書のイ乍製

②事業報告書の作成

③施設の環境マネジメントシステムの運用における必要な記録の報告

④職員卵多

ア緊急時対策及ひ唯方ぢE・防災対策について、マニュアルを作成し、職員に指導を行うこと。

イ個人清報保護の体制をとり、職員に周交Π・徹底を図ること。

⑤利用者等からの苦情への対応

ア指定管理者は、苦情対応及U桜遇等、運営管理に必要な職員の研彦を定期的に実施すること。

イ管理運営に関して利用者及びその他市民からの要望、苦情等は、指定管理者において妊蛙かっ適釖

に対応すること。なお、"歌困難な場合は、速やかに長崎市へ報告し、指示を受ける二と。

ウ苦情を受けた場合は、苦情兜,里X吋応台帳を作成し、毎月、長崎市へ報告すること。

工長崎市になされた要望、苦情等で対応上老要と認める場合は、指定管理者に対して報告を求め、現

地を調査し、必要な指示を行う。

⑥その他必要な業務

J

-51

とこ



9 業務報告

(1)指定管理者は、管理運営業務の利用状況・劾伍状況等を言識した業務日報を作成し、長崎市が指定す

る期間保管し、求めがあったときは、提出すること。

(2)毎月、業務日誌に基づいて業務報告書を作成し、翌"10日までに長崎市に報告すること。

10 運営経費等について

(1)運営経費の執行

執行については次のとおりとする。

①人件費

1哉員の給与等は、指定管理者からの予算提案に基づき、勢薪テ司、るものとする。

②管理費

ケ)通信莚験費及び1肖耗品等の費用については、指定管理者の予算提案額で執行するものとする。

(イ)光熱水費(電気料イ水道籾及び下水道イ吏用料にっいては、指定管理者の予算提案額で訓子する

ものとする。

(ウ)清掃費、機械警備費、設備保全費(消防設備、昇剛駕駐車場管制システム等)、については、

指定管理者の予算提案額で彰岼テ司、るものとする。

(=)駐車機器等の賃イ謝斗については、指定管理者の予算提案額で彰ψテするものとする。

⑧イ虜繕費

(ア) 1件1,300,000円以下を刻象とし、指定予算額以内で勢肝テするものとする。なお、年
、、

度末の実1難R告を受け、精算するものと司、る。

(イ)イ凱善の秒哘(業者選定、見愁徴取、舞勺等を含む。)は長崎"テ契約規則(昭和39年規則第26

号)に準じて行うこと。

(ウ)イ彦繕の内容が分かる簡単な位置図や着工前、施工、管制塔の写真を保管し、イ修繕の精算を行う

際に捌寸して提出すること。

(2)事業報告

会創年度終了後、15日以内に事業の報告を行うこと。

(3)経理規定

指定管理者は、経琳見定を策定し、経理事務を行うこと。

(4)立入検査について

長崎市は、盛要に応じて労務管理、施設、物品、各種脹簿等の彰副余査を行うこととする。

11 指定管理者の1剖賞責任と保険の加入

(1)指定管理者の1剖賞責任

指定管理者は、その責めに帰すべき事由により、業務の実施に関し長崎市又は第三者に損害を与えた

ときは、民法第709条の規定により、その損害を1音償しなければならない。また、国家1音償法第1条

又は第2条の規定により長崎市が第三者に当該損害を1割賞したときは、長崎市から求償権を行使される

ことがある。

(2)保険の加入

長崎市は「全国市長会市民総合R割賞補償保険」に加入しているが、保険の対象は唄割賞責イ壬保険(身

体1割賞,財物1晝償等)」のみであり、「1削劃呆険(見舞金等)」及び、指定管理者が自らの責任と費

用において実施する自主事業や、医療行為などの保険の対象とならない業務に起因する事故等による

ものにっいては刻叡にならない。指定管理者は自らのりスクに対応して、自らの負担において必要に

応じて保険に加入すること。
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<指定管理者が刻象となるa音償責イ壬イ呆険の内容>

施設a割賞責イ壬保険契約類型

てん補"艮度額

12 備品の取扱い

(1)施設の備品は市が購入するが、指定管理者は、自らの判断により施設運営のための備品を購入するこ

とができる。ネ隹持管理も含めたこの場合の費用は指定管理者の負担となり、購入した備品は、指定管理

者の所有に帰属するものとする。

(2)指定管理者は、長崎市の所有する備品等については、「長崎市会計規則」に定める備品台帳等を備え

てその保管に係る備品等を整理し、購入及び廃棄等については、長崎市と協議するとともに異動にっい

て定期的に長崎市へ報告しなけれぱならない。

(3)指定管理者は、長崎市が貸与する備品等において、故意又1瓢母失により詞娠又ι才滅失した場合は、自

己の費用により購入又は調達しなけれぱならない。

(4)備品等の詳細の取り扱いについては、別途協定書において定めることとする。

身体1剖賞

財物a剖賞

1名につき

1事故につき

1事故につき

13 モニタリング実施方法

(1)事業報告書の提出

指定管理者は前各項に基づき、実施した事業に関する報告諏事業報告勘を作成し、月ごと、年度ビ
とに長崎市に提出することとする。

(2)施設ネリ用者のアンケートの実施

指定管理者は、サービスの向上や手1」用者の増加が図られるなどの効果があったか厳正にZ平1西し検証す

る硯キ'、から、アンケート等により、施攝1」用者の意見、苦情等を聴取し、その結果及て喋務改善への反

映状況について、長崎市に報告するものとする。

(3)担当職員による現地調査

担当職員が、直櫛缶設に行き、管理運営の状況を調査司、ることとする。

(4)指定管理者による自己評価

指定管理者は、業務についてのH幸艮や月報等を作成することにより事業三十画との整合が取れているか

等の自己i平1西を行い、事業計画との乘陞がある場合は、早期に原因究明を行い、対策を講じることする。

(5)そのイ也

長崎市は、指定管理者の管理運営状祝を把握するため、必要に応ごた監見・キ旨導を行うものとする。

D型

1億円

10億円

2千万円
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14 業務実施上の注意事項

(1)業務を実権ずるにあたっては、炊の各項目に留意して円滑に実力伍すること。

①公の力色設であるととを常に念亙頁において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に右手Ⅲこ、ある

いは不利になる運営をしないこと。

②施設の管瑠軍営に係る各種規定・要綱等がない場合は、長崎市の諸規定に準じて、あるいはその精神

に基づき業務を卦伍tること。

③指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定・要綱等を作成する場合は、長崎市と協議を行うこと。

④消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、防火管理者を定めること。



⑤市民の利便に資するため、自動車の入場及び出場の時間の変更が必要であると市長が認めたときは、

指定管理者は、その変更に伴い必要とされる業務を行うこと。

⑥その他、f雌書にヨ識のない事項については、長崎市と協議を行うこと。

⑦各市営駐車場間で相互の利用情報を交換し、繁忙時に1才連係して他の市営駐車場へ車両誘導を行うこ

と。

15 協議

このU様書に規定するものの他指定管理者の業務の内容及て剛嘘について疑義が生じた場合は、長崎市と

協議レ、決定する。
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1 清掃業務については、下記実施要領に従い、良心的な業務管理を行うこと。

2 作業人員は、業務を完全に遂行できる人員を配置すること。

3 事務室及び階段等は、ゴミをクリーナーで除去し、汚損等があった時は、発見次第処

置し、原形に復すること。

4 清掃は、 1日に1回とし、午前8時から開始し、業務に支障をあたえないように留意

して午前10時までに完了すること。ただし、特別の理由がある揚合は、この限りでは

ない

5 掃き並びに拭き清掃を行い、常に塵芥に注意し、汚れが多い場合にはモップにて拭き

清掃を実施すること。

6 出入口のドア清掃は、人の手の脂等による汚れの部分を拭き取ること。

フドアの取手及び器具等の真鑛部分は、適当な薬品により研磨し錆びないよう留意する

こと。

8 便所は常に衛生に留意し、床及び棚等は水拭き洗浄を行い、常時清潔を保つこと。

9 便所及び洗面所の衛生陶器類は、薬品で洗浄すること。

10 トイレットペーパー及び手洗用液体洗剤等の補充作業及ぴ汚物の処理を行うこと。

U 紙くず、空きビン及び空き缶等は随時回収し、分別のうえ、所定の廃棄場所に処理す

ること。

12 窓枠等は適度に水拭き及び空拭きを行い、ほこりやゴミがたまることのないよう留意

すること。

13 窓ガラスの清掃は、適宜行うこと。

14 集水ま,すは、ゴミ、土砂づまりの点検をすること。

15 清掃作業中に建物や附属設備の破損箇所を発見した時は、直ちに日誌又は口頭をもっ

て常駐の職員に報告すること。

16 業務日誌を提出すること。

、

清掃業務詳細(桜町駐車場)

【桜町駐車場清掃実施要領】

男子トイレ

場所

身障者用トイレ

その他

床材

リノリウム

リノリウム

事務所、駐市場内清掃 Ve

床面積

1.5 1rl

4.フ'nl

床

Ve

汚物処理

1/日 Ve

衛生陶器

Ve

Ve

適宜

適宜

鏡

Ve
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1 業務対象

長崎市桜町駐車場における機械警備

2 業務内容

対象施設の火災、事故及び盗難等の防止に努め、施設物件の保全を図る。

機械警備業務詳細(桜町駐車場)

3 要求水準

(1)警備時間は、管理事務所及び場内は営業時間外とする。(但し、駐車機器につ

いては24時間とする。)

(2)対象施設に設置された警報装置により伝達される「異常」の有無を間断なく監

視するものとする。

(3)対象施設に異常が発生したことを認識したときは、即刻当該施設に急行し、異

常事態の確認をするとともに、事態の拡大防止に努めるものとする。その際、必

要に応じて関係機関(長崎市及び指定管理者の緊急連絡者を含む。)に通報及び

連絡しなけれぱならない。

(4)非常通報が誤机であった場合は、非常警報の解除等の復旧作業を行わなけれぱ

ならない。

(5)対象施設に事故等が発生したときは、速やかに当該事故等についての報告書を

長崎市に提出しなけれぱならない。

(6)対象施設に設置された警報装置等が、毎日正常に作動しているかの保守点検を

行うものとする。

(フ)指定管理者の最終退場者は、防火、防犯その他の事故防止上必要な処置を行い、

警報装置を作動開始の状態にセットするものとし、指定管理者の最初の入場者は、

警報装置を作動終了の状態にセットするものとする。

(8)警備実施計画書を作成し、長崎市へ提出しなければならない。また、警備業務

の報告書を1部作成し、早急、に長崎市へ提出しなければならない。

(9)緊急出動料金は、委託料に含むものとする。

aのこの仕様書に疑義が生じたときは、両者協議のうえ決定する。

.
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1 業務対象

インバーター制御乗用エレベーター(1基)

定員11名、積哉75 0kg、速度45m/分

昇降機保守点検業務詳細(桜町駐車場)

2 業務内容

昇降機が常に安全で最良の運転状態を保つよう保守管理を行うものとする。

3 要求水準

(1)定期点検(毎月2回)

定期的に技術員を派遣して、昇降機装置全般を点検し、必要に応じ清掃、給油及

び簡単な調整を行い、性能を最高に維持するよう適釖な処置を行うものとする。

(2)細密調査

定期的に監督技術者を派遣して機械装置の細部を調査し、予防保全的措置をとる

ものとする。

(3)消耗部品

点検、品質検査、故障の処置に必要な部品のうち、消粍部品(通常の使用による

磨耗、劣化により補完、交換を頻繁に行う小部品、油脂類等)を供給するものとす

る。また、前記以外の修理部品についても供給するものとする。

(4 品質検査

定期的に昇降機の総合的な機能を確認する検査を行うこと。

(5)故障時の対応

故障時の緊急事態に備え適切な処置が行えるよう、 24時問専門技術者を待機さ

せること。

(田法令に基づく検査の立会

建築基準法第12条又.は労働安全衛生法第41条による定期検査、性能検査の立

会を行う。

(フン情報提供

安全確保、関係諸法規改正等の情報を提供すること。

(8)作業中の運転休止

点検作業中は昇降機の運転を一時休止することができる。なお、作業中は利用者

の安全確保に配慮tるとと。

(9)その他

点検後は速やかに報告書を提出するものとする。

r
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1 業務対象

硬貨選別機1台

硬貨選別機保守点検業務詳細(桜町駐車場)

2 業務内奔

機器が正常な機能を発揮し.、稼働するように保守管理を行うものとする。

3 要求水準

(1)保守の内容

①・清掃、注油及び一般調整
、

②異常有無の点検

③必要な部品の性能試験

④摩耗部品の修復、部品交換及び調整

⑤障害の修復

(2)保守方法

①定期保守

定期巡回方式による保守は革2回実施するものとする。

②緊急保守

故障が発生した場合は、速やかに技術員を派遣し、故障箇所の修復にあた

るものとする。

(3)その他

業務完了後の報告書提出

.
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.

.

駐車機器及び駐車場管制システム保守点検業務詳細(桜町駐車場)

1 業務対象

導入した駐車機器類

2 業務内容

機器及び関連装置が正常な機能を発揮し、稼働するように保守管理を行うものとする。

3 要求水準

(1)保守の内容

①清掃、注油及び一般調整

②異常有無の点検

③必要な部品の性能試験

④摩耗部品の修復、部品交換及び調整

⑤障害の修復

(2)保守方法

①定期保守

定期巡回方式による保守は3か月に1回実施するものとする。

②緊急保守

故障が発生した場合は、速やかに技術員を派遣し、故障箇所の修復にあた

るもの'とする。

(3)その他

業務完了後の報告書提出

<駐車機器参考数量>

駐車券発行機

出口精算機

カーゲート

口
ロロ

事前精算機

名

中央監視盤

各階満車等(2 フロア)

誘導表示灯

,

パロスセンサー

センサー制御盤

数量

回転警告灯(吊下)

1台

回転警告灯伯立)

1台

PC レジ

レジオプションラインコンバータ【

2ム

自動読取機

3台

三忍言正1^

口

ロロ

1台

入口表示灯

名

1台

1台

4台

2台

2台

数量

1 メ・、

1個

1ム

1台
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1 業務対象

防火シャッター

NO

防火設備点検業務詳細(桜町駐車場)

1/SS

2 業務内容

建築基準法第12条第4項に基づく、防火設備(防火扉・防火シャッター・耐火クロ

ススクリーン,ドレンチャー等)の点検及び点検結果報告書等の作成。

敢付場所

1階駐車場

3 要求水準

(1)点検頻度年1回

(2)点検者の資格要件

防火設備の検査者は、 1級建築士もしくは 2 級建築士又は防火設備検査員の資格

保有者とする。

(3),提出物

建築基準法施行規則第6条第3項の規定による様式(定期検査報告書及び定期検

査報告概要書等)により、正副2部を製本し提出するものとする。

(4)点検時の安全管理

点検は営業時間外に行うとともに、事故等の緊急事態が生じたときは、担当職員

に至急報告するとともに適切な処置を講ずるものとする。

仕様

甲防自動閉鎖装置

規格

W6.20mxH2.45m

.

゛.

.

備老

連動機構

含む
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゛

゛

1 業務対象

地上から広告物の上端までの高さが4mを超える危険性の高い屋外広告物

(はり紙等の簡易広告物は除く)

屋外広告物点検業務詳細(桜町駐車場)

NO

2

2 業務内容

屋外広告物の老朽化等による落下、破損等による事故を防ぐため、定期的に点検を行

うもの。

3

高さ約8 Om

規格

高さ約4 51n

高さ約4 5m

3 要求水準

(1)定期点検(3年毎に 1回)

長崎市屋外広告物条例第20条の2に基づき、屋外広告物の本体、接合部、支持部

分等の劣化及び損傷の状況の点検を行うもの。

なお、指定管理期間内での点検は令和2年度、令和5年度に実施するものとする。

(2)点検者の資格要件

屋外広告物の点検者は、屋外広告士、 1級建築士もしくは2級建築士又は特定建

築物調査員の資格保有者とする。

(3)提出物

点検状況の現場写真及びその作業内容を記載したものを提出すること。また、屋

外広告物安全点検報告書(第6号様式の2)により正副2部を製本し、点検完了後遅

滞なく提出すること。

(4)点検時の安全管理

点検を行う際は、必要に応じてバリケードや口ープ等を使用して作業関係者以外

の立入を禁止するなど、安全管理に十分な配慮を行うこと。

単位

基

数量

基

着

備考

壁面型

ポーノレ委!

ボーノレ型

、、
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消防設備点検業務詳細(桜町駐車場)

消防法第17条の3の3及び消防法施行規則第31条の6の規定に基づき、消防法施行規則第33条の3に規定
された消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者を派遣して行い、その結果を所
定の様式により提出する二と。

また、屋内消火栓設備及び屋外消火栓等のホースの製造年限にっいても、報告書を提出すること。

点検回数は、消防用設備等の点検の期問、方法及ぴ結果報告害の様式を定める告示の規定により年2回とする。

消防法第17条の3の3の規定により、点検結果を消防長又は消防署長に報告しなけれぱならない場合は、所定
の様式により報告すること。

消防設備の点検に要する機材、材料等については、契約に含まれるものとする。

点検後、不適格箇所及ぴ不良品等がある場合は長崎市の指示に従い、交換時は二の業務には含まないものとする。

2

、

3

4

5

【点検】

(1)移動式・パッケージ型消火設備点検

外観及び機能点検

容器等

項

ホ

加圧用容

②自動火災報知設備点検

外観及び機能点検

ス

器

目

納

リ

用

本

類

受信

P 型 1

休

、

電

箱

項

作

ル

差勳式スボッ

数

機

級

灯

煙感知器(光雷、式)ス

温

28式

.

28本

発

式スポッ

10

28組

28ム

回

目

28個

機

線

標

1式

ト型

電

1式

ト型

ま

③消火器設備点検

外観及ぴ機能点検

P-1

書

で

流

電

縁

知器

、

数量

知器

鈴

ド型ツ

P[2

抵

池

小型消火器

類

電

1式

灯

級

76個

抗

1個

項

源

作

測

1個

9個

粉末消火器(加圧式)

9個

成

9個

1式

目

1式

作

1式

1式

数量

13本

1式
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量

類

容

成

示

格

標

感

常

感

書

ポ

書

備

定

設

示

{

定

成

交

蓄

絶


